
（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

４５

告

示

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
政
策
企
画
局
総
務
部
総
務
課
）…
一

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
子
供
政
策
連
携
室
総
合
推
進
部
総
務
課
）…
二

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
務
部
総
務
課
）…
三

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
財
務
局
経
理
部
総
務
課
）…
七

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
総
務
部
総
務
課
）…
八

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
総
務
部
職
員
課
）…
八

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
総
務
部
総
務
課
）…
九

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…（
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
総
合
推
進
課
）…
一二

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…（
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
ス
ポ
ー
ツ
総
合
推
進
部
総
務
課
）…
一二

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
総
務
部
総
務
課
）…
一三

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
住
宅
企
画
部
総
務
課
）…
一五

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
総
務
課
）…
一六

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
総
務
部
職
員
課
）…
一八

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
総
務
部
職
員
課
）…
二八

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
総
務
部
職
員
課
）…
三五

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
中
央
卸
売
市
場
管
理
部
総
務
課
）…
三九

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…（
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
戦
略
推
進
部
戦
略
企
画
課
）…
四一

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
総
務
部
職
員
課
）…
四一

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
総
務
部
総
務
課
）…
四四

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
会
計
管
理
局
管
理
部
総
務
課
）…
四五

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
労
働
委
員
会
）…
四五

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
四六

告

示
（
教
）

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…
四七

告

示
（
選
）

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…
五二

告

示
（
人
）

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…
五三

告

示
（
監
）

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…
五四

告

示
（
警
）

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…
五四

告

示
（
労
）

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…
五七

告

示
（
消
）

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…
五八

告

示
（
議
）

○
令
和
八
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
…
…
…
…
…
…
五九

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
一
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ２

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
二
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）３

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
三
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ４



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）５



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ６



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）７

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
四
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ８

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
五
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
六
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）９

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
七
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） １０



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）１１



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） １２

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
八
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
九
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）１３

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） １４



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）１５

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
一
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） １６

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
二
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）１７



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） １８

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
三
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）１９



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ２０



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）２１



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ２２



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）２３



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ２４



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）２５



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ２６



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）２７



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ２８

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
四
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）２９



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ３０



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）３１



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ３２


